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私たちは、当社が掲げる「経営理念」並びに「目指しているビジョン」を実現するために、１人ひとり

が遵守する「行動規範」を次のように定め、社会から信頼を得る企業として成長し続けるとともに、社会

課題の解決を図り持続可能な社会の実現に向けて貢献できるよう努めてまいります。 
 
1. 基本事項 
（1）人権の尊重 

    私たちは、1 人ひとりの人権を尊重します。 
（2） 法令の遵守 

私たちは、法令を遵守し、違法行為を行いません。 
 （3）社会とのコミュニケーションの促進 
    私たちは、社会の声に積極的に耳を傾け、「開かれた企業」として社会とのコミュニケーションの

促進をはかります。 
 
2. お客様からの信頼獲得 

私たちは、お客様の要望に応えた安全で良質な製品を提供できるよう努めます。 
 

3. お取引先様との信頼関係の確立 
  私たちは、お取引先様との契約を尊重し、透明性の高い公正で健全な関係を築き上げ、十分な 

コミュニケーションを行うことで、相互の反映を考えた取引を行うように努めます。 
 

4. 資材調達について 
  私たちは、「資材調達方針」に基づき、国際的な基準・ガイドラインに沿った調達の取り組みを推進し、 

お取引先様とともに倫理的かつ持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。 
 

5. 政治・行政との健全な関係 
  私たちは、政治・行政との健全な関係を維持するために、法令を遵守し適切に対応します。 
 
6. 環境保全への寄与 
  私たちは、環境に配慮した企業活動を行い、環境と経済が調和した持続可能な社会の構築に寄与 

します。 
 

7. 情報管理について 
（1）業務情報の取扱いについて 
   私たちは、業務情報を法令及び社内諸規則、規定等に則り適切に保護･管理します。 
（2）情報セキュリティについて 
   私たちは、情報セキュリティ対策を確実に実施します。在職中に得た機密情報は退職後で 

あっても他者に開示しません。また、利用もしません。 
（3）個人情報の取扱いについて 
   私たちは、個人情報保護の重要性を認識し、適切な個人情報の取得、利用及び提供を行います。 
 

8. 輸出入管理について 
私たちは、国際取引に関し、関連法令等を順守した適切な対応を行います。 

9. 知的財産について 
私たちは、知的財産の適切な確保・維持に努め、他社や他人の知的財産権を侵害しません。 
 

10. 経理処理について 
私たちは、法令及び社内諸規則、規定等を遵守し、事実に基づいた正しい経理処理を行います。 
 
 



11. 職場環境について 
私たちは、全員が協力して、働きやすい職場環境を実現します。 
 

12. 反社会的勢力への対処 
私たちは、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力､団体に対しては、毅然とした態度で臨み、 
あらゆる関係を持ちません。 
 

以上 


